
輸入食品相談Q&A
（第３版）

輸入相談時によくある質問をQ＆A形式でまとめました。厚生労働省ホームページに掲載されて
いる情報は、該当するページにリンクしています。付属書の｢厚生労働省ホームページ掲載情報の
確認方法｣とともに、食品等の輸入前確認の参考にご利用ください。
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Q1 輸入相談業務について

Ｑ1-1 輸入相談室の利用方法を知りたい

A:輸入食品相談指導室では、食品等の輸入者や関係事業者の自主的な衛生管理の推進を図る
ため輸入前相談を実施しています。
食品等の輸入手続き、検査命令や検査強化品目等の輸入時の検査体制、日本の食品添加

物や残留農薬等の食品衛生法の規制等について相談を希望される方は、お気軽にご利用下さ
い。
相 談 日 月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）
相談時間 9：00～17：15
相談方法 原則として、面談方式で実施します。

過去に食品等の輸入実績がある輸入者で、検査項目の助言等簡易な相談内容

であれば、電話又はFAXによる相談も実施します。

相談費用 無 料

Q1-2 相談の予約方法を知りたい

A:相談は予約制ですので、事前に電話で予約をし来所ください。
電話番号 078-672-9655 FAX番号 078-672-9662

神戸検疫所食品監視課
輸入食品相談指導室

〒652-0866
神戸市兵庫区遠矢浜町1-1

地下鉄 和田岬駅下車
J R 徒歩15分

駐車場 有

ﾉｴﾋﾞｱｽﾀｼﾞｱﾑ
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Q1-3 事前に準備する相談資料を教えてほしい

A:下記の内容が確認できる資料をご用意ください。資料は、英語の場合はそのまま提出していた

だいてかまいませんが、提出資料が多い場合や英語以外の言語の場合、訳を添付してください。

未加工食品 ①輸出者、所在地

②包装者、所在地

加工食品 ①製造者、所在地

②製造所、所在地

③原材料（食品添加物を含む場合は、物質名、使用量）

④製造加工方法

⑤容器包装の材質

⑥保管方法

⑦用途

食品添加物 ①製造者、所在地

②製造所、所在地

③物質名

④添加物製剤の場合は、成分

⑤使用目的

⑥容器包装の材質

⑦保管方法

器 具 ①製造者、所在地
容器包装 ②製造所、所在地

③食品又は添加物が触れる部分の材質

（組み合わせ器具の場合は、展開図、部品リスト）

指定おもちゃ ①製造者、所在地
②製造所、所在地
③材質

④可塑化された材質の有無

⑤可塑化された材質の場合は可塑剤の物質名

⑥塗膜の材質
⑦使用・販売方法（遊び方、対象年齢、販売先等）

＊輸入者名（相談者が輸入者でない場合に限る）、自主検査予定項目、輸入予定港、
輸入時期についても確認しますので、事前に確認をお願いします。

2



Q1-4 相談には商品サンプルが必要ですか

A:相談時に商品サンプルの提出は、必須ではありませんが、お手元に商品サンプル、カタログ、
写真があれば相談書類とともに提出してください。商品サンプルは、相談終了後お返しします。

Q1-5 加工食品の原材料が確認できる資料とは、どのようなもの必要ですか

A:製造者が作成した原材料表（ingredient list）を入手してください。
エネルギー量、タンパク質、脂質等の栄養成分表の提出は必要ありません。
製造者より資料を入手できていない場合は、輸入者が事前の調査結果を整理した書類を作成

し、提出してください。
使用基準がある食品添加物が使用されている場合は、物質名、使用目的、使用量が記載され

ているか確認してください。

Q1-6 加工食品の製造工程が確認できる資料とは、どのようなものが必要ですか

A:製造者が作成した製造工程表を入手してください。
食品によっては個別に、製造、加工基準が規定されているものがありますので、殺菌方法等詳

細な製造工程表の入手が必要になります。製造者より資料を入手できていない場合は、輸入者が
事前の調査結果を整理した書類を作成し、提出してください。(Q3-5参照）

Q1-7 組み合わせ器具の展開図と部品リストとはどのようなものが必要ですか

A：組み合わせ器具とは、食品製造用機械や浄水器、ｳｫｰﾀｰｻｰﾊﾞｰ等様々な材質の部品を組み
合わせて製造された器具をいいます。
展開図とは、部品が製品のどの部分に組み込まれているかを示した図です。部品リストは、組み

込まれる部品がどのような材質からできているのかを整理したリストです。
製造者から展開図と部品リストを入手することにより、自主検査が必要な部品を特定できます。
部品がガラス、陶磁器、ホーロー、合成樹脂、ゴムの場合は、部品リストに材質に加えて色を記

載したものを入手してください。製造者より資料を入手できていない場合は、輸入者が事前の調査
結果を整理した書類を作成し、提出してください。

Q2輸入者責務等について

Q2-1 輸入者責務について知りたい

A:安全な食品の供給を実現するためには、食品の生産から販売に至るまでの各段階において食
品の供給に携わるものが、自ら自覚と責任感をもって、安全な食品を供給するよう努めることが重
要です。食品安全基本法第８条第１項において、輸入者を含む食品等事業者の責務として、自ら
食品の安全性の確保について一義的責任を有していることを認識し、食品の安全性を確保するた
めに必要な措置を講じることとされ、また、食品衛生法第３条第１項において、自らの責任におい
て輸入食品等の安全性を確保するため、必要な知識及び技術の取得、原材料の安全性の確
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保、自主検査の実施等について努めなければならないとされています。

Q2-2 輸入者の記録の作成及び保存について知りたい

A:食品衛生法第３条第２項に基づき、輸入者は、輸入食品等の流通状況についての確認
が常時行えるように、食品等に関する輸入や販売状況の記録等の適正な作成、保存に
努め、食品衛生法違反が発見された場合は、関係する検疫所又は都道府県等に当該
情報を速やかに提供できるようにしてください。
記録の作成及び保管については、「食品衛生法第１条の３第２項食品等事業者の記録の作成

及び保存に係る指針（平成１５年８月２９日付け食安発第0829001号）」を参考にしてください。
※ 平成１５年法律第５５号による食品衛生法の改正で、”第１条の３”から”第３条”へ条番号が変更されています。

〇輸入者が行う記録事項

輸入時の記録 〇可能な限り記録の作成保存に努めるべき事項
食品等の品名
製造又は加工者の名称及び所在地
製品又は加工品のロットが確認可能な情報
輸入届出年月日
輸入年月日
輸入届出番号
製品又は加工品についての製造方法
製品の原材料（添加物を含む。）の品名
輸入時の検品を実施した場合の当該記録（外観、表示、温度等）
法第11条の規格基準への適合に係る検査を実施した場合の当該記録
輸入量

△記録の作成保存が期待される事項
内容量
生産者の名称及び所在地
保管業者名

販売時の記録 〇可能な限り記録の作成保存に努めるべき事項
食品等の品名
食品等の出荷又は販売先の名称及び所在地
製品又は加工品のロットが確認可能な情報
出荷又は販売年月日
出荷量又は販売量（出荷先又は販売先毎、1日又は1回毎）

△記録の作成保存が期待される事項
内容量
出荷又は販売時の検品を実施した場合の当該記録（外観、表示、温度
等）
出荷又は販売に係る保管及び運搬業者名
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注１：中小企業（資本・出資額１億円以下又は従業員100人以下）は、全てを｢記録の作成保
存が期待される事項｣とする。

注２：器具及び容器包装については、その性格上、食中毒の危害要因としての影響は食品等
に比べて相対的に小さいと考えられることから、全てを「記録の作成・保存が期待される事
項」とする。

〇記録書類
記録事項の確認が可能な書類（電磁的記録によるものを含む。）があれば良く、専用の帳簿を

作成する必要はありません。
（書類例）
仕入又は販売台帳、注文書、契約書、送り状、領収書、食品等輸入届出書控等、他の目的の

為に作成する仕入・出荷・販売の記録に係る書類等
〇記録保存期間
取り扱う食品等の流通実態（消費期限又は賞味期限）に応じて、合理的な期間を設定してくだ

さい。参考保存期間は、販売後１年～３年です。

Q3事前調査等について

Q3-1 輸入前の調査事項を知りたい

A:輸入する食品等が、食品添加物、残留農薬、動物用医薬品、成分規格、製造加工基準など
食品衛生法に適合するか十分な事前調査が必要です。 輸入する品目によって調査事項も異な
ります。毎年度厚生労働大臣により策定される｢輸入食品監視指導計画｣の別表２の確認事項を
参考にして事前調査を実施してください。
加工食品を輸入する場合は、｢輸入加工食品の自主管理に関する指針（ガイドライン）｣を参考

にし、調査を実施してください。
なお、原材料に加工食品を使用している場合は、その原材料までさかのぼって指定外添加物

が使用されていないか確認してください。
ホーム > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 食品 > 輸入食品監視業務
> 参考資料：輸入食品の安全を守るために

Q3-2 日本で使用できる食品添加物を調べたい

A:日本で使用できる食品添加物は、原則として厚生労働大臣が指定したものだけです。これは、
天然物であるかどうかに関わりません。例外的に、指定を受けずに使用できるのは、既存添加物、
天然香料、一般に食品として飲食に供させている物であって添加物として使用されるものだけで
す。未指定の添加物を輸入、使用することはできません。
それぞれの添加物のリストは厚生労働省ホームページで確認できます。
指定添加物リスト（食品衛生法施行規則別表第１）
既存添加物名簿
天然香料基原物質リスト
一般に食品として飲食に供させている物であって添加物として使用される品目リスト
ホーム > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 食品 > 食品添加物
> よくある質問 （事業者向け)
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Q3-3 食品添加物の使用基準について調べたい

A:食品添加物には使用基準（使用上限量、対象食品など）が定められているものがあり、その使
用基準の範囲内において使用が認められています。

使用基準の例
対象食品を制限しているもの ～に「使用」してはならない

～以外に「使用」してはならない
使用量を制限しているもの ～を超えて「残存」しないように使用しなければならない

「使用量」は～g／kg以下でなければならない
「使用量」は食品中の～％でなければならない

使用目的を制限しているもの ～「目的」以外に使用してはならない
～以外の「用途」に使用してはならない

最終製品での処理を条件にして 最終製品の完成前に「除去又は中和」しなければならな
いるもの い

添加物の使用基準リストは厚生労働省ホームページで確認できます。
食品添加物使用基準リスト
ホーム > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 食品 > 食品添加物
> よくある質問 （事業者向け）

Q3-4 農薬、動物用医薬品、飼料添加物の残留基準を調べたい

A:食品中に残留する農薬などが、人の健康に害を及ぼすことのないよう、全ての農薬、飼料添加
物、動物用医薬品について、残留基準を設定しています。
残留基準は、食品安全委員会が人が摂取しても安全と評価した量の範囲で、食品ごとに設定

されています。農薬などが、基準値を超えて残留する食品の輸入は、食品衛生法により、禁止さ
れています（いわゆる「ポジティブリスト制度」）。
残留基準は厚生労働省のホームページで確認することができます。
食品に残留する農薬、動物用医薬品及び飼料添加物の限度量一覧表

注意１：｢食品において不検出とされる農薬、飼料添加物及び動物用医薬品｣は、リストの物質
が食品から検出されてはいけません。

注意２：抗生物質・合成抗菌剤については、限度量一覧表に基準が無い場合は、｢食品は、抗
生物質又は化学的合成品たる抗菌性物質を含有してはならない｣が適応されます。

注意３：農薬等は、限度量一覧表に基準が無い場合は、一律基準0.01ppmが適応されます。
ホーム > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 食品 > 食品中の残留農薬等

Q3-5 食品の製造加工基準、成分規格、保存基準を調べたい

A:食品には、食品衛生法第11条に基づき一般の成分規格、製造、加工基準、保存基準がありま
す。また、下記のとおり個別に成分規格、製造基準、加工基準、保存基準が定められている食品
があるので、それぞれの基準に適合するか確認をしてください。
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品 名 成分規格 製造、加工、 保存基準
調理基準

清涼飲料水 〇 〇 〇
粉末清涼飲料 〇 〇 〇
氷 雪 〇 〇 ×
氷 菓 〇 〇 〇
食肉及び鯨肉 × 〇 〇
生食用食肉 〇 〇 〇
食鳥卵 〇 〇 〇
血液、血球及び血漿 × 〇 〇
食肉製品 〇 〇 〇
鯨肉製品 〇 〇 〇
魚肉ねり製品 〇 〇 〇
いくら、すじこ、たらこ 〇 × ×
ゆでだこ 〇 〇 〇
ゆでがに 〇 〇 〇
生食用鮮魚介類 〇 〇 〇
生食用かき 〇 〇 〇
寒 天 〇 × ×
穀類、豆類及び野菜 〇 〇 ×
生あん 〇 〇 ×
豆 腐 × 〇 〇
即席めん類 〇 × 〇
冷凍食品 〇 〇 〇
容器包装詰加圧加熱殺菌食品 〇 〇 ×
成分規格等は、厚生労働省ホームページで確認することができます。

ホーム > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 食品 > 事業者向け情報
> 食品別の規格基準について

Q3-6 食品への放射線照射について知りたい

A:以下の場合を除いて、食品の製造、加工、保存に、放射線（原子力基本法第3条第5号に規定
するものをいう。）を照射することはできませんので、照射食品の輸入はできません。
外国では、食品の殺菌等の目的で放射線照射が行われている場合がありますので、事前に製

造者等に放射線照射をしていないことを確認してください。
①製造工程又は加工工程の管理のために照射する場合で、食品の吸収線量が0.10グレイ以
下のとき

②ばれいしょの発芽防止目的（Q3-5穀類、豆類及び野菜規格基準参考）

原子力基本法第3条第5号で規定される放射線
アルフア線、重陽子線、陽子線その他の重荷電粒子線及びベータ線、中性子線、
ガンマ線及び特性エックス線（軌道電子捕獲に伴つて発生する特性エックス線に限る）、
一メガ電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線及びエックス線
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http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/jigyousya/shokuhin_kikaku/dl/12.pdf
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/jigyousya/shokuhin_kikaku/dl/13.pdf
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/jigyousya/shokuhin_kikaku/dl/14.pdf
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/jigyousya/shokuhin_kikaku/dl/15.pdf
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/jigyousya/shokuhin_kikaku/dl/16.pdf
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/jigyousya/shokuhin_kikaku/dl/17.pdf
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/jigyousya/shokuhin_kikaku/dl/18.pdf
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/jigyousya/shokuhin_kikaku/dl/19.pdf
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/jigyousya/shokuhin_kikaku/dl/20.pdf
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http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/jigyousya/shokuhin_kikaku/dl/23.pdf
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/jigyousya/shokuhin_kikaku/


Q3-7 食品添加物の規格基準について調べたい

A:食品添加物には、食品衛生法第11条に基づき成分規格、製造基準、保存基準がある物質が
あります。規格基準は、食品添加物公定書に規定されていますので、事前に確認してください。

ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 食品
> 食品添加物 > 第 8版食品添加物公定書

Q3-8 器具、容器包装の規格基準について調べたい

A:器具、容器包装には、食品衛生法第18条に基づき材質の一般規格、原材料の材質別規格、
用途別規格、製造基準があります。 器具、容器包装の規格基準
また、公益財団法人日本食品化学研究振興財団のホームページにも情報が掲載されていま

すので、参考にしてください。
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 食品
> 器具・容器包装、おもちゃ、洗浄剤に関する情報

Q3-9 指定おもちゃの規格基準について調べたい

A:食品衛生法第62条により厚生労働大臣の指定するおもちゃには、規格、製造基準があります。
指定おもちゃの規格基準、範囲、検査などについては、以下の通知を参考にしてください。
おもちゃの規格基準
指定おもちゃの範囲等に関するＱ＆Ａについて
おもちゃに係る改正に関する Ｑ＆Ａについて（その３）

ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 食品
> 器具・容器包装、おもちゃ、洗浄剤に関する情報

Q4輸入手続きについて

Q4-1 食品衛生法に基づく届出について知りたい

A:食品衛生法第２７条で「販売の用に供し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器
包装を輸入しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、その都度厚生労働大臣に届け
出なければならない。」と定められています。
また、乳幼児が接触することによりその健康を損なうおそれがあるものとして厚生労働大臣の指

定するおもちゃについては、食品衛生法第62条による準用規定により、届出の対象とされていま
す。
輸入者は、輸入の都度検疫所に｢食品等輸入届出書｣を提出しなければなりません。届出方法

には、通関情報処理システム（NACCS)を利用し電子的に届出する方法と、書面で届出する方法
があります。（Q4-5参照）
神戸検疫所には、届出受付窓口が２箇所ありますので、注意ください。
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届 出 窓 口 担 当 地 域
食品監視課 兵庫県（食品監視第二課の管轄を除く）、
神戸市兵庫区遠矢浜町1-1 岡山県、香川県、徳島県
食品監視第二課 神戸市灘区、東灘区
神戸市東灘区向洋町東4-16

届出が必要な食品等の定義は以下のとおりです。（食品衛生法第４条）
食 品 すべての飲食物をいう。ただし、薬事法 （昭和35年法律第145号）に規定

する医薬品及び医薬部外品は、これを含まない。
添加物 食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品

に添加、混和、浸潤その他の方法によつて使用する物をいう。
器 具 飲食器、割ぽう具その他食品又は添加物の採取、製造、加工、調理、貯

蔵、運搬、陳列、授受又は摂取の用に供され、かつ、食品又は添加物に直
接接触する機械、器具その他の物をいう。ただし、農業及び水産業におけ
る食品の採取の用に供される機械、器具その他の物は、これを含まない。

容器包装 食品又は添加物を入れ、又は包んでいる物で、食品又は添加物を授受す
る場合そのままで引き渡すものをいう。

Q4-2 食品等輸入届出書の様式を入手したい

A:食品等輸入届出書の様式は、別添１の標準様式と別添３の輸入手続統一様式の二種類ありま
す。様式はどちらか１つを選択し、提出してください。
輸入手続き統一様式とは、輸入手続関連省庁（財務省、農林水産省）ごとに個別に作成し、提

出していた申告書類等を利用者の利便性向上を目的として関連省庁間で共通化したもので、具
体的には、輸入申告書（税関）、輸入検査申請書（動物検疫）、植物、輸入禁止品等輸入検査申
請書（植物防疫）、食品等輸入届出書（食品衛生）が対象となります。
別添１の様式は、厚生労働省ホームページより入手することができます。
ホーム > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 食品 > 輸入食品監視業務
> 輸入手続 > 食品衛生法に基づく輸入手続きについて

Q4-3 食品等輸入届出書の記入方法を知りたい

A:食品等輸入届出書の記入方法は、個別様式は別添２のとおりです。 輸入手続統一様式をご
利用される場合は、別途お問い合わせください。
輸入食品監視支援業務関連コードは、輸出入・港湾関連情報処理センター(株)のNACCS掲示

板（http://www.naccscenter.com/system/code/fains-code.html）に掲載されています。

Q4-4 食品等輸入届出書を提出する方法を知りたい

A:届出は、同じ内容を記載した届出書を２部作成し、検疫所窓口に持参するか、郵送してくださ
い。郵送する場合は、返送用の封筒に切手を貼り同封してください。なお、届出手続きは、通関業
者による代行も可能です。（神戸検疫所住所は、Q4-１参照）
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Q4-5 輸入届出手続きの代行業者（通関業者）を紹介して欲しい

A:検疫所では輸入届出等の手続き代行業者（通関業者）の紹介はしておりません。
神戸通関業会（TEL:078-331-3996)に問い合わせください。

Q4-6 電子的に食品等輸入届出書を提出する方法を知りたい

A:NACCS（Nippon Automated Cargo and Port Consolidated System）を利用することにより、届
出書を電子的に提出することができます。
届出手続を通関業者に依頼せずNACCSの利用を希望される場合は、輸出入・港湾関連情報

処理センター（株）にお問い合わせください。
なお、NACCSを利用した届出を開始する前に、厚生労働大臣に暗証番号等を記載した別添4

の｢入出力装置設置届出書｣を提出する必要があります。
｢入出力装置設置届出書｣は厚生労働省ホームページから入手できます。
ホーム > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 食品 > 輸入食品監視業務
> 輸入手続 > 食品衛生法に基づく輸入手続きについて

Q4-7 貨物の到着前に届出したい

A:検疫所への届出は、貨物到着の７日前より届出することが可能です。（事前届出制度）
書類審査の結果、検査が必要ないと判断した場合は、届出の事前返却も可能です。
器具、容器包装、おもちゃについては事前返却の希望を届出時に申し出てください。食品の場

合は、別添５の「衛生管理説明書」の提出が必要です。
衛生管理説明書の様式は厚生労働省ホームページより入手できます。
ホーム > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 食品 > 輸入食品監視業務
> 輸入手続 > 食品衛生法に基づく輸入手続きについて

Q4-8 届出手続等を簡素化する制度を知りたい

A:届出手続きを簡素化する制度には以下のものがあります。制度詳細、利用方法、手続き方法
などはご相談ください。

計画輸入制度 特定の食品、器具、容器包装について、同一食品等を繰り
返し輸入する場合、一定期間検疫所への届出を省略できる
制度です。 （別添６参照）

品目登録制度 検疫所へ品目登録要請をすることにより、食品等輸入届出
書の記載（入力）事項の省略及び試験成績書等書類の添
付を省略できる制度です。 （別添７参照）

輸入食品等事前確認制度 この制度は、厚生労働省が、日本の食品衛生法に基づく施
設、食品等の衛生管理や食品等の規格基準等に適合する
か、輸出国製造者の事前確認を行い、適合する場合は、当
該製造者が輸出する食品は、届出書審査のみで輸入するこ
とができます。登録期間は３年間です。
この制度を利用するには、製造者が、輸出国政府機関を通
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じて厚生労働省に事前確認申請をする必要があります。
輸入食品等安全情報登録 公益財団法人日本輸入食品安全推進協会が「輸入食品等
制度 安全情報登録提供事業」として実施する制度です。

届出時に提出した試験成績書、原材料表､製造工程表等の
提出を省略することができます。
詳細については、公益財団法人日本輸入食品安全推進協
会(TEL03-5695-0819)にお問い合わせください。登録を行っ
た場合は、届出書の登録番号３欄にその番号を記載して届
出してください。

Q4-9 営業用に使用しない場合の手続きを知りたい

A:個人用、試験研究用、展示用、装飾用等営業用に使用しない場合は、食品等輸入届出書の
提出は必要ありません。届出対象外であることを文書確認を希望される場合は、別添８の｢確認
願｣に必要事項を記入し検疫所に提出してください。
提出方法は、 食品等輸入届出書と同様です。｢確認願｣様式は、厚生労働省ホームページよ

り入手することができます。
ホーム > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 食品 > 輸入食品監視業務
> 輸入手続 > 食品衛生法に基づく輸入手続きについて

Q5検査制度について

Q5-1 輸入時の検査制度を知りたい

A:輸入時の検査には、命令検査、自主（指導）検査、モニタリング検査、衛生検査があります。

命 令 検 査 自主検査やモニタリング検査、国内での収去検査等において法違反
が判明するなど、法違反の可能性が高いと見込まれる食品等について、
輸入者に対し、輸入の都度、実施を命じる検査です。
検査結果判明まで輸入することはできません。検査は登録検査機関

において実施し、検査費用は輸入者の負担です。

指 導 検 査 輸入者の自主的な衛生管理の一環として、国が輸入者に対して定期
（ 自 主 検 査 ） 的な（初回輸入時を含む）実施を指導する検査です。

検査結果判明まで輸入することはできません。検査は登録検査機関
において実施し、検査費用は輸入者の負担です。
自主検査の実施は、以下の３つの方法があります。
①届出貨物で実施する方法
②外国公的検査機関を利用する方法
③サンプルを輸入して実施する方法

モニタリング検査 多種多様な輸入食品について、食品衛生上の状況について幅広く監
視し、必要に応じて輸入時検査を強化する等の対策を講じることを目的
として、国が年間計画に基づいて実施する検査です。
検査結果の判明を待たずに輸入可能です。検査は検疫所において実
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施し、費用負担は国が行います。

衛 生 検 査 初回輸入食品等の確認、食品衛生法に違反する食品等の確認、輸
送途中で事故が発生した食品等の確認等、検疫所の食品衛生監視員
により実施される検査です。
検査結果判明まで輸入することはできません。

Q5-2 登録検査機関を紹介してほしい

A:検疫所では検査機関の紹介はしておりません。食品衛生法に基づく登録検査機関は、厚生労
働省のホームページ、及び一般社団法人食品衛生登録検査機関協会のホームページ（http://
www.ariafh.or.jp/）にリストが掲載されています。神戸検疫所管内及び関西地区の登録検査機関
は別添９を参考ください。

ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 食品 > 事業者向け情報
> 食品衛生法上の登録検査機関について

Q5-3 命令検査、自主検査の費用、検査日数を知りたい

A:命令検査、自主検査は、輸入者又は通関業者から登録検査機関に検査依頼を行って頂きま
す。検査費用、日数は、登録検査機関によって異なりますので、検査機関に直接お問い合わせく
ださい。

Q5-4 外国公的検査機関について知りたい

A:輸出国の公的検査機関で事前に検査を受け、その成績書が添付されている場合は、検疫所に
おける指導検査が省略されます。ただし、輸送途上において変化するおそれのある項目（細菌、カ
ビ毒等）は除きます。
成績書は届出貨物との同一性が確認できる情報（製品名、製造者名、輸入者名等）が成績書

に記載されている必要があります。
輸出国の公的検査機関リストは、厚生労働省ホームページに掲載されています。
ホーム > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 食品 > 輸入食品監視業務
> 輸入手続 > 外国公的検査機関一覧

Q5-5 サンプルで自主検査をする方法を知りたい

A:届出を行わない食品等で自主検査を実施するには、製造者から検査サンプルを、直接、登録
検査機関に送付しなければいけません。また、検査サンプルには、サンプルの関係情報資料を、
同封することが必要です。サンプルの送付の手順は、別添9を参照ください。
登録検査機関が発行するサンプル検査の試験成績書には、以下の（ⅰ）の記載と（ⅱ）の書類

が添付されますので、届出前に内容を確認をし、提出してください。
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（ⅰ）検査結果通知書に平成２０年７月３１日付け食安輸発第０７３１００１号に定める事項の
ほか、次の事項が記載されていること。
①製造者又は輸出者から登録検査機関に直接送付された未開封（税関等行政機関の
検査による開封を除く。）の検体を検査に供したこと

②当該検体を特定する名称、品番、 JAN コード、製造者名等
③原材料、材質等
④下記（ⅱ）に掲げる書類が当該検体に係るものであることを確認した上で検査を実施
したこと

（ⅱ）検査結果通知書に製造者等が作成した次の書類が添付されていること。
①当該検体を特定する名称、品番、 JAN コード、製造者名等及び当該検体が製造者
等から登録検査機関に直接送付されたことを証するインボイス、船荷証券（ B/L ）等

②当該検体を特定するカタログ、写真等
③当該検体が部品である場合は、製品との関連を示す展開図などの図面等
④適用される規格基準が特定可能な原材料、材質及び製造方法（検体が加工食品の
場合に限る。）を証する書類

Q6 食品衛生法違反について

Q6-1 輸入相談時の食品衛生法違反事例を知りたい

A:相談時の違反事例は、指定外添加物の使用、指定添加物の対象外食品への使用及び基準
値を超える使用など添加物の不適切な使用によるものが大半を占め、その他、清涼飲料水の製
造基準（殺菌方法）の不適合等があります。
〇神戸検疫所の相談時の違反事例

違反分類 品 目 生産国 違反内容
指定外添加物 清涼飲料水 米国 乳酸マグネシウム
の使用例 粉末スープ ドイツ ヨウ素化塩

チョコレート フランス パテントブルー V 、キノリンイエロー
対象食品以外 チョコレート 米国 ソルビン酸カリウム
への使用例 トマトオイル漬 トルコ ソルビン酸カリウム

チョコレート フランス 三二酸化鉄
基準の使用量 シロップ 米国 ポリソルベート 80
を超えていた 清涼飲料水 フランス 安息香酸ナトリウム
例 プロポリス ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ プロピレングリコール

輸入相談の際に食品衛生法違反と判断された代表的な事例は、厚生労働省ホームページに
掲載されています。
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 食品 > 輸入食品監視業務
> 違反事例 > 本貨物の輸入に先立つ輸入相談の代表的な違反事例

Q6-2 違反食品等を輸入しないためにはどうすればいいですか

A:輸入者自身が食品衛生に関する正しい知識をもち、輸出国製造者等の事前調査を十分にお
こなうことが必要です。調査の方法は、「Q3事前調査について」を参考にしてください。
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また、検査による科学的な検証も必要ですので、自主検査を実施し、安全確認をしてください。

Q6-3 届出した食品等が食品衛生法違反となった場合の対応を知りたい

A:法違反のあった輸入者に対して、検疫所長から食品衛生法違反通知書を交付します。
〇貨物の処置
通関前の貨物の場合は、積戻、廃棄若しくは食用外転用するよう指導します。
通関済の場合は、輸入者を管轄する都道府県等（保健所）の指示に従うよう指導します。

〇法違反の再発防止
違反原因の調査、報告を指導します。
違反食品等と同一製品を再度輸入する場合は、改善結果についても報告を指導します。

〇違反輸入者の公表
食品衛生法第63条の規定に基づき、輸入者名、対象輸入食品等の違反情報が、厚生労働

省ホームページに掲載されます。
ホーム > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 食品 > 輸入食品監視業務
>違反事例

Q7 その他

Q7-1 食薬区分の確認方法を知りたい

A:検疫所に届出が必要な｢食品｣とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保
等に関する法律（旧薬事法）（昭和35年法律第145号）に規定する医薬品及び医薬部外品を除く
全ての飲食物をいいます。
薬事の該否については、下記の担当部署に問い合わせてください。確認先は、貨物の状況によ

って違いますのでご注意ください。
到着貨物の場合： 近畿厚生局 医事課 薬監証明事務室 TEL:06-6942-4096

輸入前貨物の場合： 各都道府県薬事法主管部（局）
食薬区分については、｢無承認無許可医薬品の指導取締りについて｣(昭和４６年６月１日薬発

第４７６号）を参考にしてください。
ホーム > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 食品 > 食品添加物 > 「「医薬品的効能効

果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質（原材料）」の食品衛生法上の取扱いの改正
について」の一部改正について

Q7-2 輸入食品に関係する他法令について知りたい

A:畜産食品（食肉、食肉製品等）は、農林水産省動物検疫所へ家畜伝染病予防法に基づく輸入
手続きが必要です。
農産食品(野菜、果物等）は、農林水産省植物防疫所へ植物防疫法に基づく輸入手続きが必

要です。その他法令、連絡先は別添１０のとおりですので参考にしてください。
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Q7-3 食品表示の相談先を知りたい

A:食品の表示指導は、消費者庁食品表示企画課(TEL:03-3507-8800(代表））、または、別添
11の都道府県等関係機関にご相談ください。

Q7-4 食品等の輸出について相談したい

A:検疫所では、食品等の輸出に関する業務はおこっていません。
食品の輸出に関しては、農林水産省の輸出相談窓口又は、独立行政法人日本貿易振興機構

（ジェトロ）の輸出相談窓口にご相談ください。
また、水産食品、食肉、乳、家きん卵の輸出及び自由販売証明書については、厚生労働省輸

出食品のホームページにも情報が掲載されていますので、参考にしてください。
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 食品 > 輸出食品
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（別添１） 
食品等輸入届出書  

 

     厚生労働大臣 殿                                  輸入者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び所在地) 
 

 届 出 受 付 番 号  ※１  氏    名                                               
 
住    所 
 
(電話番号) 

   届 出 種 別 事 前 ・  計 画 輸 入  

   輸 入 者 コ ー ド             

   生産国・コード    輸入食品衛生管理者登録番号        

  製造者名、  
   住所・コード  

         

 

   製造所名、  
   住所・コード  

         

 

  輸出者名、  
   住所・コード  

         

 

   包装者名、  
   住所・コード  

         

 

   積込港・コード          積 込 年 月 日                年        月         日 

   積卸港・コード        到 着 年 月 日                年        月        日 

   保管倉庫・ｺｰﾄﾞ          搬 入 年 月 日                年         月         日 

    届 出 年 月 日               年     月         日 

   貨物の記号及び  
   番 号 

    事 故 の 有 無 
   及びある場合その概要  

   無  ・  有 

   船舶又は航空機の名称又は便名     提出者・コード        
  

   １    貨物の別  食品･添加物･器具･容器包装･おもちゃ   継続  Y･N   衛生証明書番号             

   品 目 コ ー ド           貨物が加工食品  
  であるときは原  
  材料・コード  
  貨物が器具、容  
  器包装又はおも  
  ちゃであるときは  
  その材質・コード 

  

   品 名   

   積込数量・コード    

   積 込 重 量                                    ｋｇ  

   用 途 ・ コ ー ド     貨物が添加物を  
  含む食品の場合  
  当該添加物の品  
  名・コード  
  貨物が添加物製  
  剤の場合その成  
  分・コード  
 (いづれの場合も着香の目的で使用 
  されるものを除く) 

  ※２   

   包装種類・ｺｰﾄﾞ        ※２  

   登 録 番 号 １          

   登 録 番 号 ２            

   登 録 番 号 ３            

   貨物が加工食品  
   であるときは製  
   造又は加工方法  
   ・コード  

    

 

   備 考 届出済印  

 
 ＜注意＞  
※１の欄は、記入しないで下さい。  
※２の欄中、貨物が食品の場合の添加物の品名については、一般に食品として飲食に供されている物であって、添加物として使用されるものは 

規格基準が定められているものに限り、貨物が添加物製剤の場合の成分については、一般に食品として飲食に供されている物を除きます。  
※輸入者の記名押印については、署名により代えることができます。                                  
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   貨物の別    食品･添加物･器具･容器包装･おもちゃ   継続     Y･N   衛生証明書番号             

   品 目 コ ー ド           貨物が加工食品  
  であるときは原  
  材料・コード  
  貨物が器具、容  
  器包装又はおも  
  ちゃであるときは  
  その材質・コード 

  

   品 名   

   積 込 数 量    

   積 込 重 量                                       ｋｇ  

   用 途 ・ コ ー ド     貨物が添加物を  
  含む食品の場合  
  当該添加物の品  
  名・コード  
  貨物が添加物製  
  剤の場合その成  
  分・コード  
 (いづれの場合も着香の目的で使用 
  されるものを除く) 

  

   包装種類・ｺｰﾄﾞ      

   登 録 番 号 １          

   登 録 番 号 ２            

   登 録 番 号 ３            

   貨物が加工食品  
   であるときは製  
   造又は加工方法  
   ・コード  

    

 

   備 考 

 
 
 

   貨物の別    食品･添加物･器具･容器包装･おもちゃ   継続     Y･N   衛生証明書番号             

   品 目 コ ー ド           貨物が加工食品  
  であるときは原  
  材料・コード  
  貨物が器具、容  
  器包装又はおも  
  ちゃであるときは  
  その材質・コード 

  

   品 名   

   積 込 数 量    

   積 込 重 量                                       ｋｇ  

   用 途 ・ コ ー ド     貨物が添加物を  
  含む食品の場合  
  当該添加物の品  
  名・コード  
  貨物が添加物製  
  剤の場合その成  
  分・コード  
 (いづれの場合も着香の目的で使用 
  されるものを除く) 

  

   包装種類・ｺｰﾄﾞ      

   登 録 番 号 １          

   登 録 番 号 ２            

   登 録 番 号 ３            

   貨物が加工食品  
   であるときは製  
   造又は加工方法  
   ・コード  

    

 

   備 考 
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（別添２）

「様式」の記載方法について

(１) 輸入者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称及び所在地）

①輸入者の氏名、住所及び電話番号を正確に記入します。

②輸入者が法人にあっては、法人の名称、所在地及び電話番号を記入し、

当該法人の代表権を有する者の印又は法人印（株式会社、有限会社等

の名称印）を押印します。

③法人名称の下には責任者の役職名及び氏名を記入し、代表権を有する

者の印が押印されていない場合は、当該責任者の印を押印します。こ

の責任者とは担当部長、課長等の広義の責任者をいいます。

なお、これに代えて、輸入者である法人から委任を受けた当該法人

の業務担当責任者の印を押印しても差し支えありません。この場合に

は、委任状を添付するとともに、食品等輸入届出書の輸入者の欄には

委任者の法人の名称及び所在地並びに業務担当責任者の職名と氏名を

記入します。

④外国籍の会社で代表権を有する者の印又は法人印を所有していない場

合には、法人の名称の下に責任者の役職名及び氏名を記入し、個人印

を押印します。

⑤法人の代表権を有する者の印又は責任者若しくは業務担当責任者の記

名押印については、署名に代えることができます。

(２) 届出種別

貨物到着搬入予定日の７日前から検疫所に食品等輸入届出書を提出する

場合は、「事前」を○で囲みます。

また、計画輸入制度により特定の食品等を繰り返し輸入しようとする場

合は、「計画輸入」を○で囲みます。

(３) 輸入者コード

輸入者が（一財）日本貿易関係手続簡易化協会編「日本輸出入業者標

準コード表」に掲載されている場合、または、税関発給コードを取得し

ている場合は、そのコードを記入します。

なお、当該コード表に掲載されていない輸入者の場合は、空欄のままで

差し支えありません。
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(４) 輸入食品衛生管理者登録番号

輸入者が（公社）日本輸入食品安全推進協会の輸入食品衛生管理者と

して登録されている場合は、その登録番号を記入します。

(５) 生産国・コード

貨物が「加工食品」、「添加物」、「器具」、「容器包装」又は「おもちゃ」

の場合は、その生産国を記入し、「加工食品以外の食品」の場合は、その

生産地（国名又は地域名）を記入します。

なお、輸出入・港湾関連情報処理センター（ＮＡＣＣＳセンター）の

ホームページに掲載する「食品等輸入届出関係コード表」（以下「食品届

出コード表」という。）に掲載された生産国又は製造国のコードも併せて

記入します。

(６) 製造者名、住所・コード

貨物が「加工食品」、「添加物」、「器具」、「容器包装」又は「おもちゃ」

の場合はその製造者名を記入します。

また、食品届出コード表に掲載されたコードも併せて記入します。

その場合、貨物が「食肉製品以外の加工食品」、「添加物」、「器具」、「容

器包装」又は「おもちゃ」の場合は、食品届出コード表の製造者・製造所

（Ａ）コードに掲載された製造者・加工者のコードを記入し、「食肉製品」

の場合は、食品届出コード表の製造者・製造所（Ｂ）コードに掲載された

製造者等のコードを記入します。

(７) 製造所名、住所・コード

貨物が「加工食品」、「添加物」、「器具」、「容器包装」又は「おもちゃ」

の場合はその製造所名を記入します。

また、食品届出コード表に掲載されたコードも併せて記入します。

その場合、貨物が「食肉製品以外の加工食品」、「添加物」、「器具」、「容

器包装」又は「おもちゃ」の場合は、食品届出コード表の製造者・製造所

（Ａ）コードに掲載された製造所のコードを記入し、「食肉製品」の場合

は、食品届出コード表の製造者・製造所（Ｂ）コードに掲載された製造所

のコードを記入します。
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(８) 輸出者名、住所・コード

貨物が「加工食品以外の食品」の場合はその輸出者名を記入します。

また、食品届出コード表に掲載されたコードも併せて記入します。該当

するコードがない場合は以下の入力をするようお願いします。

○○ＺＺ９９９９

国コード

(９) 包装者名、住所・コード

貨物が「加工食品以外の食品」の場合で、かつ、包装されている場合は

その包装者名を記入します。

また、食品届出コード表に掲載されたコードも併せて記入します。該当

するコードがない場合は以下の入力をするようお願いします。

○○ＺＺＷ９９９

国コード

※（８）及び（９）における「未加工の食肉」の取扱いについて

・処理場名を製造所欄に入力をするようお願いします。

・処理場のコードについては、「製造者・製造所（Ｂ）コード」を準用

するようお願いします。

(10) 積込港・コード

貨物を船舶又は航空機に積み込んだ海港又は空港名を記入します（郵便

物は発送地名）。

なお、国連ＬＯＣＯＤＥ表に掲載された当該積込港のコードも併せて記

入します。

(11) 積込年月日

貨物を船舶又は航空機に積み込んだ年月日を記入します（郵便物は発送

年月日）。

(12) 積卸港・コード

貨物を船舶又は航空機から積み卸した海港又は空港名を記入します。

なお、国連ＬＯＣＯＤＥ表に掲載された当該積卸港のコードも併せて記

入します。
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(13) 到着年月日

船舶又は航空機が貨物を積み卸すために海港又は空港に到着した年月日

を記入します。

(14) 保管倉庫・コード

貨物が保管されている倉庫名（コンテナの場合はコンテナヤード名）又

はその他の保管場所名（他の蔵置場所等）及びその所在地を記入します。

なお、保税地域コード表又は食品届出コード表に掲載された保管場所の

コードも併せて記入します。

(15) 搬入年月日

貨物を保管場所に搬入を終了した年月日を記入します。

(16) 貨物の記号及び番号

貨物の外装に表示されている記号、番号等、仕向地マーク、原産地マー

ク等を記入します。

なお、船舶貨物の場合はＢ／Ｌ番号、航空貨物の場合は Airway bill（混
載の場合はHouse Ｂ／Ｌ）番号も併せて記入し、外国郵便物の場合は、「A

ddress Mark」と記入します。

(17) 船舶又は航空機の名称又は便名

貨物を積載してきた船舶の名称又は航空会社名と便名を記入します。

(18) 届出年月日

食品等輸入届出書を提出する年月日を記入します。

(19) 事故の有無及びある場合はその概要

積み卸した貨物に、異臭、カビ発生、容器の破損等が認められ、これに

より貨物の品質が損なわれ、また、そのおそれがある場合は、「有」を○

で囲み、その事故の原因、状況、数・重量等の概要も併せて記入します。

(20) 提出者・コード

食品等輸入届出書を検疫所の輸入食品監視担当窓口に提出する者が輸入

者と異なる場合、提出者の氏名（法人の場合、法人名及び担当者名）及び

電話番号を記入します。

なお、提出者が「利用者コード」を有している場合は、そのコードも併

せて記入します。

21



(21) 貨物の別

貨物が「食品」、「添加物」、「器具」、「容器包装」又は「おもちゃ」のう

ち、どれに該当するかあてはまるものを○で囲みます。

(22) 継続

有効期間内の試験成績がある場合は、「Ｙ」を○で囲み、当該成績書を

添付するか、又は備考欄に検査実施時の届出受付番号を記入します。

なお、当該試験成績がない場合は、「Ｎ」を○で囲みます。

(23) 品目コード

食品届出コード表に掲載された品目のコードを記入します。

(24) 品名

商品名ではなく、そのものが何であるかを判断できる一般的な名称を記

入します。

(25) 積込数量

輸出国において積み込んだ貨物の個数を記入し、数量単位は食品届出コ

ード表に掲載された積込個数単位のコードを記入します。

(26) 積込重量

輸出国において積み込んだ貨物の正味重量をkg単位で小数点以下２桁ま

で記入します。

(27) 用途・コード

具体的な用途、使用目的等を記入します。

なお、食品届出コード表に掲載された用途のコードも併せて記入します。

(28) 包装種類・コード

食品等に直接触れる容器包装について具体的な材質を記入します。

なお、食品届出コード表に掲載された包装の種類のコードも併せて記入

します。

(29) 登録番号１

輸入食品等事前確認制度により登録を行っている場合、その登録番号を

記入します。
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(30) 登録番号２

品目登録制度により登録を行っている場合、その登録番号を記入します。

(31) 登録番号３

（公社）日本輸入食品安全推進協会の輸入食品等安全情報登録提供事業

により登録を行っている場合、その登録番号を記入します。

(32) 衛生証明書番号

輸出国政府機関の発行する衛生証明書が必要な食肉又は食肉製品の場

合、その衛生証明書番号を記入します。

(33) 貨物が加工食品であるときは原材料・コード、貨物が器具、容器包装又

はおもちゃであるときはその材質・コード

貨物が加工食品であるときは原材料名を、貨物が器具、容器包装又はお

もちゃであるときはその材質を記入します。

なお、欄に記載できない場合は、「別紙」と記入して、別に記載したも

のを食品等輸入届出書に添付しても差し支えありません。

また、食品届出コード表に掲載された原材料又は材質のコードも併せて

記入します。

(34) 貨物が添加物を含む食品の場合、当該添加物の品名・コード、貨物が添

加物製剤の場合、その成分・コード

貨物が食品であって、当該食品が着香の目的以外の目的で使用される添

加物（一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用

されるものにあっては、規格基準が定められているものに限る。）を含む

ときは、当該添加物の品名、貨物が添加物であって、当該添加物が添加物

（着香の目的で使用されるもの及び一般に食品として飲食に供されている

物であって添加物として使用されるものを除く。）を含む製剤であるとき

は、その成分を記入します。

なお、欄に記載できない場合は、「別紙」と記入して、別に記載したも

のを食品等輸入届出書に添付しても差し支えありません。

また、食品届出コード表に掲載された添加物又は成分のコードも併せて

記入します。
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(35) 貨物が加工食品であるときは製造又は加工の方法

貨物が加工食品であるときは製造工程（特に加熱条件や殺菌方法等）を

具体的に記入します。

なお、欄に記入できない場合は、「別紙」と記入して、別に記載したも

のを食品等輸入届出書に添付して差し支えありません。

また、食品届出コード表に掲載された製造又は加工方法のコードも併せ

て記入します。

（注１）「①届出受付番号」は、検疫所で使用する欄ですので、記入しな

いで下さい。

（注２）食品等輸入届出書の共通部１つについて、最大７欄（７品目）ま

で記入できます。

（注３）旧様式の食品等輸入届出書においても、記載事項の不足分につい

て旧様式の食品等輸入届出書の備考欄等に記入することにより輸

入届出を行うことができます。
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（別添３） 
 

□輸入申告                               長殿 

□輸入検査申請書                    動物検疫所長殿 

□植物、輸入禁止品等輸入検査申請書     植物防疫官殿 

□食品等輸入届出書                  厚生労働大臣殿 

 

                                             【 税関、動物検疫所、植物防疫所、検疫所 共通様式 】 

 

輸
入
者
（荷
受
人
） 

氏名［税、動、植、食］ 

押印［税、食］ 
印 

住所［税、動、植、食］ 

 

 

電話番号［税、動、食］ 

 

 

輸入者符号（コード）［税、食］ 

 

 

仕
出
人

（荷
送
人
） 

氏名［税、動、植］ 
 

 

住所［税、動、植］ 
 

 

申
請
者

（提
出
者
） 

氏名［動、植、食］ 

押印［動、植］※ 
印 

住所［動、植］ 
 

 

蔵置場所［税］、保管倉庫又は保管場所［動、食］  
 

 

記号・番号［税、食］、商標［動］  

 
※［動、植］氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。 
 
 
 
 

積載船（機）名［税、植］、とう載船舶（航空機）名

［動］、船舶又は航空機の名称又は便名［食］ 

 

入港（到着）年月日［税、動、植、食］ 
 

 

搭載（積込）年月日［動、食］ 
 

 

搭載地［動］、輸出港名［植］、積込港［食］ 
 

 

船（取）卸港［税］、積卸港［食］ 
 

 

原産地［税］、生産地［動］、生産国［食］ 
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                    【輸入食品等】 
 

届出受付番号 ※１ 
 

 
 
 
 届出種別 事前・計画輸入 

生産国コード    輸入食品衛生管理

者登録番号 
       

製造者名、 
住所・コード 

 
 

        

 
 

製造所名、 
住所・コード 

 
 

        

 
 

輸出者名、 
住所・コード 

         

 

包装者名、 
住所・コード 

         

 
 

積込港コード       
積卸港コード     

 

保管倉庫コード 

      
 搬入年月日         年      月      日 

 
 届出年月日         年      月      日 

事故の有無 
及びある場合その概要 

無 ・ 有 
提出者コード 

      

１ 貨物の別 食品・添加物・器具・容器包装・おもちゃ 継続 Y・N 衛生証明書番号 
 

 

          

品目コード 
        

 
貨物が加工食品であ

るときは原材料・コー

ド 

貨物が器具、容器包

装又はおもちゃであ

るときはその材質・コ

ード 

  

品名 
 

 

 

 

 

 

 

 

積込数量・コード 
 

 

  

積込重量                           ｋｇ 

用途・コード 
  

 貨物が添加物を含む

食品の場合当該添

加物の品名・コード 

貨物が添加物製剤

の場合その成分・コ

ード 

（いずれの場合も着香の目

的で使用されるものを除く） 

※２  

包装種類・コード 
    

 

※２ 

登録番号１          
 

登録番号２           
 

登録番号３           
 

貨物が加工食品であ

るときは製造又は加

工方法・コード 

   
 

 

 
 

備      考 
 
 

届出済印 

 ＜注意＞ 

※１の欄は、記入しないで下さい。 

※2の欄中、貨物が食品の場合の添加物の品名については、一般に食品として飲食に供されている物であって、添加物として使用されるものは 

規格基準が定められているものに限り、貨物が添加物製剤の場合の成分については、一般に食品として飲食に供されている物を除きます。 
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                               年  月 日 

厚  生  労  働  大  臣 殿 

 

                                    届出者住所 

                                            電話番号  

                                         届出者名 

                                           届出者の英名 

                       代表者氏名  

                                           輸入者コード 

                                           （法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地） 

 

  設置 

入出力装置         届出書 

  廃止 

 

                                                                設置  

 食品衛生法施行規則第３３条の第２項の規定により、入出力装置の        に係る下

記事項を届け出ます。                                              廃止  

 

記 

 

１ 暗 証 記 号    Ｉ 

 

２ 入出力装置の設置場所 

                機器名称 

                型式番号 

 

３ 届出者以外の者が入出力装置の管理をする場合にあっては、その者の氏名及び住所等 

 （法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地） 

        管理者名 

          代表者氏名  

          利用者コード 

        管理者住所 

          電話番号  

 

４ 特定通知の同意の有無         有       無 

 

５ 備        考 

 

０注 １ 記名押印に代えて、署名することができる。 

注 ２ 暗証記号については、計１２桁として記載し、数字の０（ゼロ）は「 」、ロー 

   マ字のＯ（オー）は「 」の様に記載すること。 

    例 ＩＡＯＯＢＢＢＢ ＣＣＣＣ   （計１２桁） 

               ユーザー名          パスワード 

注 ３ 特定通知の同意の有無については、有又は無のどちらかを○で囲むこと。 
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TANI
タイプライタ
（別添４）



 

               衛生管理説明書 

 

当該貨物の過去の輸入実績及び輸送保管方法は、以下のとおりです。 

なお、過去半年間に衛生上の問題の発生はありません。 

 

 

    年  月  日 

                        輸入者 

                        住所 

                        氏名             印 

     検疫所長殿 

   

 

 品      名 

 

 

 

  積込数量及び重量 

 

 

 

  届 出 受 付 番 号 ※ 

 

 

 

  到 着 年 月 日 

 

 

 

  船 名 及 び 便 名 

 

 

 

  倉 庫 の 名 称 及 び 

所 在 地 

 

 

   

  輸 送 保 管 方 法 

 

 

 

 

 

 

   

過去半年間の   

 輸入実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※電子情報処理組織を使用した届出の場合にのみ記入する。 
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Administrator
タイプライタ
(別添5）



通常の届出

計画輸入制度とは
通常の届出

神戸 福岡 大阪

2015年2月輸入 2015年6月輸入 2015年10月輸入

計画輸入を利用した場合

大阪

一定期間（3年又は1年間）届出不要

神戸 福岡
大阪

一定期間（3年又は1年間）届出不要

計画輸入可能品目（別表１２抜粋）

品 目 有効
期間

条 件

食品製造用の機械 3 届出書に輸入計画を添付一 食品製造用の機械
アルミニウム製の器具又は容器包装
ステンレス製の器具又は容器包装
無色のガラス製の器具又は容器包装

3 届出書に輸入計画を添付

二 缶詰食品又は瓶詰食品（食肉製品、果実酒を除く。）
蒸留酒

1 届出書に輸入計画を添付

大豆

アルミニウム製、ステンレス製、無色のガラス製又は
合成樹脂製以外の器具又は容器包装
などなど

三 海藻
加熱後摂取冷凍食品
原料用果汁

1 過去３年に年４回以上の輸
入実績が必要

届出書に輸入実績と輸入計原料用果汁
植物性油脂
野菜の水煮
合成樹脂製の器具又は容器包装
など

届出書に輸入実績と輸入計
画を添付

など
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TANI
タイプライタ
（別添6）



用語の定義用語 定義
食品製造用の機械

動力により作動し、専ら食品の製造に用いる器具及びその部動力により作動し、専ら食品の製造に用 る器具及びその部
品で食品に接触するものをいう。
蒸留酒

ウイ キ ブ デ 焼酎 ジ 等蒸留 程を経 製造さウイスキー、ブランデー、焼酎、ジン等蒸留工程を経て製造さ
れたものをいう。
一時的に貯蔵した果実及び果皮 時的に貯蔵した果実及び果皮
関税定率法別表08.11及び08.13に掲げるものをいう。
海藻
未加工のもの又は乾燥のみを行ったものをいう。
植物性クリーミングパウダー
植物性油脂を主要原料とする粉末状の食品をいう植物性油脂を主要原料とする粉末状の食品をいう。
糖類
砂糖 ぶどう糖 果糖 乳糖 麦芽糖等をいう砂糖、ぶどう糖、果糖、乳糖、麦芽糖等をいう。

昭和61年3月31日衛検第91号

同一の製品又はこれに準ずるもの同 の製品又はこれに準ずるもの

食品等 判定条件

大麦、こうりゃん、小麦、米、大豆 同一国で生産されたものであること。

焙いったコーヒー豆又はそれを挽ひい

たもの、海藻、穀物・豆類・いも類の粉、
加工所、原材料、加工方法が同一である
こと。たもの、海藻、穀物 豆類 も類の粉、

冷凍果実、冷凍野菜

その他の食品等 製造所、原材料、製造方法が同一である
ことこと。

昭和61年3月31日衛検第91号 別表

・中の食品が同一であって容器包装の容量等が異なる食品
・同一国の小麦、大豆等であって品種が異なるもの
製造所 原材料及び製造方法が同 であるが形状の異なるコップ 皿等・製造所、原材料及び製造方法が同一であるが形状の異なるコップ、皿等
は、「同一食品等」として取扱う。

昭和61年3月31日衛検第92号昭和61年3月31日衛検第92号
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計画輸入制度実務輸 制度実務

届出書は書面にて提出

食品等輸入届出書 2部食品等輸入届出書 2部

輸入計画書 1部変更届出不要

輸入実績書（別表１２の三の品目） 1部

審査後現場検査（モニタリング検査含む）実施審査後現場検査（モ タリング検査含む）実施

合合
格

食品等輸入届出書（済証）交付
届出日より１年又は３年間検疫所への届出提出不要届出日より１年又は３年間検疫所への届出提出不要

年度毎の輸入実績報告が必要です！

計画輸入制度を利用した輸入実績は、

年度始め（ 月） 最初 届出 た検疫所 報告年度始め（４月）に最初に届出した検疫所に報告

例

計画輸入有効期限：2015年2月1日～2016年1月31日（1年間）

例

2015.2.1～2015.3.31 2015.4.1～2016.3.31

2014年度 2015年度
神戸検疫所
届 出 2014年度

実績報告
2015年度
実績報告

届 出

神戸検疫所 神戸検疫所神戸検疫所 神戸検疫所
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2016 2 2016 6 2016 10
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別表第十二　（第32.条関係） 
食品製造用の機械
アルミニウム製の器具又は容器包装
ステンレス製の器具又は容器包装
無色のガラス製の器具又は容器包装
アルフアー化米
エチルアルコール
大麦
缶詰食品又は瓶詰食品（食肉製品及び果実酒を除く。）
原酒（果実酒の原酒を除く。）
こうりやん
ごま
小麦
米
サフラワーの種子
蒸留酒
食品（食肉製品を除く。）を気密性のある容器包装に入れ、密封
した後、加圧加熱殺菌したもの（缶詰食品及び瓶詰食品を除く。）

植物性たん白
そば
大豆
でん粉（タピオカでん粉を除く。）
動物性油脂（魚及び海せいほ乳動物の油脂を除く。）
菜種
ひまわりの種子
もろこし
ライ麦
アルミニウム製、ステンレス製、無色のガラス製又は合成樹脂製
以外の器具又は容器包装

*上記品目は、届出書に輸入計画書の添付が必要です。

計画輸入制度を利用できる食品等

一 輸入届出書を提出した日か
ら三年間

二 輸入届出書を提出した日か
ら一年間
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次の食品、添加物、器具又は容器包装であつて、第三十二条第
四項に規定する輸入計画を記載した輸入届出書の提出前から
継続的に輸入され、かつ、当該提出の日前三年間に同一食品等
が同項各号に該当したことがないもの。
あん類
一時的に貯蔵した果実及び果皮
いつたコーヒー豆又はそれをひいたもの
いなごの水煮
魚の卵（乾燥したものに限る。）
魚のつくだ煮
魚又は海せいほ乳動物の油脂
オートミール
海藻
カカオ豆（いつたものを除く。）
果実酒の原酒
加熱後摂取冷凍食品（製造し、又は加工した食品を凍結させたも
のであつて、飲食に供する際に加熱を要するとされているものを
いう。）

ギムネマ茶
原料用果汁
穀物、豆類又はいも類の粉
ココア製品（粉末清涼飲料を除く。）
コーヒーのエキス
コーヒー豆（いつたものを除く。）
コーンフレーク
コンニヤク
食塩
植物性クリーミングパウダー
植物性油脂
シヨートニング
清酒
茶
チヨコレート
糖類
杜仲茶
煮豆
ハチの子の水煮
ハチの巣入りハチミツ
パン類
パン類ミツクス
ビール
マーガリン
マテ茶
みりん
めん類
野菜の水煮
野菜のピユーレ又はペースト
冷凍果実（製造し、又は加工した果実を凍結させたものを除く。）
冷凍野菜（製造し、又は加工した野菜を凍結させたものを除く。）
別表第一に掲げる添加物以外の添加物（法第十一条第一項の
規定により基準又は規格が定められているものを除く。）
合成樹脂製の器具又は容器包装

*上記品目は、届出書に輸入計画書と過去３年間（毎年４回以上）の輸入実績の添付が必要です。

三 輸入届出書を提出した日か
ら一年間
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【参考様式】

積卸港 到着年月 積込重量（Kg）

輸入計画
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【参考様式】

積卸港 積込重量（Kg） 輸入者名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

輸入実績は、輸入届出書提出日前3年間に原則として毎年4件以上記載してください。
輸入実績は、同一食品等に係るものであれば、他人が行った輸入であっても差し支えまりません。

到着年月

輸入計画
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【参考様式】

輸入者氏名（法人の場合はその名称）

1 報 告 期 間 年度

2
計画輸入有効期

間
　　　　　　年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで

3 届出書受付番号

4 品 名

NO. 到着年月日
保管場所
コード

積込数量
積込数量
単位

積込重量(Kg)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

＊年については、西暦で記載してください。

計画輸入実績年度報告票
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事 故 発 生 届

食品衛生法施行規則第３２条第６項の規定により、事故の概要を届け出ます。

年 月 日

住所

氏名 印

厚生労働大臣 殿

品 名

積込数量及び重量

積 卸 港

年 月 日到 着 年 月 日

船 名 又 は 便 名

倉 庫 の 名 称

及 び 所 在 地

事 故 の 概 要

輸入届出提出検疫所

輸 入 届 出 年 月 日

受 付 番 号
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品目登録制度の利用方法 

 

品目登録制度のメリット 

○原材料（材質）、食品添加物、製造方法の届出が簡略化でき、記入漏れや記入ミスが無くな

ります。 

○試験成績書の提出が不要になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品目登録前
1 X X X X X X X X X X

B 1 5 0 0 0 1

C T

1

K P E

Z 9 9

品目登録後
1 X X X X X X X X X X

B 1 5 0 0 0 1

C T

1

K P E

O O X X X X X X X B

Y Y Y

積 込 数 量

積 込 重 量 18,500.00 ｋｇ

　衛生証明書番号

加熱食肉製品フライドチキン

食品・添加物・器具・容器包装・おも ちゃ 継続

用 途 ・ コ ー ド

貨物の別 食品・添加物・器具・容器包装・おも ちゃ 継続 Y・N 　衛生証明書番号

品 名 加熱食肉製品フライドチキン

登 録 番 号 ２

鶏肉、鶏卵、食塩、にんにく、小麦粉、
砂糖、大豆油、パーム油、

積 込 数 量 2,000

貨物が添加物を含む食
品の場合当該添加物の
品名・コード
貨物が添加物製剤の場
合その成分・コード
 (いづれの場合も着香の目

的で使用されるものを除く)

品 目 コ ー ド 貨物が加工食品である

ときは原材料・コード

貨物が器具、容器包装又

は　おもちゃであるときは

その材質・コード

ACK,AEG,GSA,EGL,EWH,GSG,GSO,GPA

登 録 番 号 １

登 録 番 号 ３

積 込 重 量 18,500.00 ｋｇ

用 途 ・ コ ー ド 小売用

貨物の別

貨物が加工食品

であるときは製

造又は加工方法

・コード

整形→調味→衣付け→フライ（中心温度72℃、２分）→冷却→選別→凍結→包装

260810 440701 422001 270801

包装種類・コード ポリエチレン
L-グルタミン酸ナトリウム
キサンタンガム
トウガラシ色素
グリセリン脂肪酸エステル

Y・N

品 目 コ ー ド 貨物が加工食品である

ときは原材料・コード

貨物が器具、容器包装又

は　おもちゃであるときは

その材質・コード

YYY

品 名

2,000

小売用 貨物が添加物を含む食
品の場合当該添加物の
品名・コード
貨物が添加物製剤の場
合その成分・コード
 (いづれの場合も着香の目

的で使用されるものを除く)

YYYYYY

包装種類・コード ポリエチレン

登 録 番 号 １

登 録 番 号 ２

登 録 番 号 ３

貨物が加工食品

であるときは製

造又は加工方法

・コード
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品目登録の方法 

手順１：品目登録要請書類作成    

 ①「品目登録要請書」に必要事項を記入します。＊正副３部作成してください。 

記入欄に記入できない場合は、「別紙」と記入し、関係書類を添付して下さい。 

② 試験成績書を、「品目登録要請書」に添付します。 

  

手順２：品目登録要請書類提出 

    検疫所窓口に品目登録要請書類を提出します。 

    提出方法：持参又は郵送（郵送の場合は、切手を貼った返信用封筒を同封下さい） 

    提出書類：「品目登録要請書」３部 

  ＊検疫所で審査、内容登録を行います。 

登録完了後、検疫所より１０桁の登録番号と登録済印を押印した「品目登録要請書」 

が１部交付されます。 

 

手順３：輸入貨物届出 

登録番号を記入した「食品等輸入届出書」を提出します。 

＊届出書の登録番号２に、１０桁の品目登録番号を記入します。 

食品の場合は、原材料コード「YYY」、添加物コード「YYYYYY」、製造コード「YYY」を、 

器具、容器包装、おもちゃの場合は、材質コード「XXX」を記入します。 

 

品目登録内容の変更方法 

品目登録した内容については、試験成績書の追加及び変更のみ可能です。 

手順１：品目登録要請書類作成    

 ①「品目登録変更要請書」に必要事項を記入します。＊正副３部作成してください。 

② 試験成績書を、「品目登録変更要請書」に添付します。 

 その他は、新規の登録要請と同じ手順です。 
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様式第１号の１
年 月 日

品 目 登 録 要 請 書

検 疫 所 長 殿

要請者（輸入者）住所
氏名 印

（電話番号）

１ 登 録 番 号

２ 輸 入 者 コ ー ド

３ 輸 出 国 名 ・ コ ー ド

４ 製造者名、住所・コード

５ 製造所名、住所・コード

６ 品 名 ・ コ ー ド

７ 貨物が加工食品であるときは

原材料 貨物が器具、容器包

装又はおもちゃであるときは
その材質

８ 貨物が加工食品であるときは
製造又は加工方法

９ 貨物が添加物を含む食品の場
合、当該添加物の品名

貨物が添加物製剤の場合、そ
の成分（いずれの場合も着香

の目的で使用されるものを除

く）

備 考 登録済印

注 １ 記入方法については、食品等輸入届出書の記入方法によること。
２ 登録番号：検疫所コード／年月／通し番号／品目コード（大分類）

（例：１１９６０２００１Ａ）
３ 登録番号は、検疫所において記載すること。
４ 器具、容器包装並びにおもちゃについては、その製造者、材質、着色料、製造方
法等が当初の品目登録の製品と変更がない限り、有効期間は限定されない。また、
食品のうち、ワイン等同一原材料により同一時に、同一製造所で製造されたものも
同様に取り扱う。それ以外については１年間。ただし、登録日の翌日から起算して
引き続き５年を超えて、輸入届出への使用が認められない場合には「品目登録削除
要請書」の提出がなくとも登録情報を削除する。
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様式第１号の２
年 月 日

品 目 登 録 変 更 要 請 書

検 疫 所 長 殿

要請者（輸入者）住所
氏名 印

（電話番号）

登 録 番 号

（変更内容及びその理由）

備 考 登録済印

注 １ 記入方法については、食品等輸入届出書の記入方法によること。
２ 登録番号は、既に登録されている有効な番号を記載すること。
３ 登録がなされた品目登録要請書の写を添付すること。
４ 品目登録要請書の１から９に掲げる事項の変更はできない（４と５のバスケットコ

ード（９９９９）を除く。）。
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                                    年  月  日 

     検 疫 所 長 殿 

 

                輸入者住所 
                          〃  氏名        印 

 

確   認   願 

 

 

         個人使用 

                  展示用 

 下記の貨物は  試験研究用       であり、食品衛生法第２７条に基づく届出の 

         装飾用 

         その他〔備考欄に記載〕 

 

必要のない貨物であるので確認願います。 

 

記 

 

・品      名 

・積込数量及び重量 

・船舶の名称又は 

 航 空 機 の 便 名 

・到 着 年 月 日 

（展示用又は試験研究用の場合に記入してください。） 

・展 示 場 所 又 は 

 試験所名、試験内容 

・残余貨物処理方法 

・備      考 

   

 

 

検疫所確認欄 
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製
造
者

①インボイス、B/Lの添付
②サンプル情報書類の同封
・製品名、品番、JANコード、製造者名、カタログ、
写真等
・サンプルが製品の一部（部品等）である場合は、
製品との関連を示す情報（展開図、図面）
・原材料、材質、製造方法

検査用サンプル及び関係書類の送付

事前調査
①輸入予定貨物について調査
・原材料（材質）、製造方法等

②検査項目の決定＊検疫所相談室をご利用ください
③検査用サンプル数の確認＊登録検査機関に確認ください

登
録
検
査
機
関

検査の実施

試験成績書の発行

直接送付

輸
入
者

サンプルで検査を実施する手順

神戸検疫所食品監視課

輸
入
者

検疫所に食品等輸入届出書提出
試験成績書添付
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　（別添１０）
県名 検査機関名 所在地 電話番号

兵庫
一般財団法人食品環境検査協会
神戸事業所

神戸市中央区港島3-2-1 078-302-7771

兵庫
一般財団法人全日検
全日検理化学分析センター

神戸市中央区波止場町3-4 078-321-2113

兵庫
一般財団法人日本食品検査
関西事業所

神戸市中央区港島南町3-2-6 078-302-1030

兵庫 株式会社日本食品エコロジー研究所 神戸市中央区小野浜町1-9 078-321-2311

兵庫
一般社団法人日本油料検定協会
綜合分析センター

神戸市東灘区御影塚町1-2 078-841-4931

兵庫 公益財団法人兵庫県予防医学協会 神戸市東灘区御影本町4-4-20 078-856-7215

兵庫 アクア環境株式会社 尼崎市開明町1-61 06-6419-3121

岡山
株式会社エクスラン・テクニカル・センター
分析センター

岡山市東区金岡東町3-3-1 086-943-7253

岡山 公益財団法人岡山県健康づくり財団 岡山市北区平田408-1 086-246-6257

徳島
一般社団法人徳島県薬剤師会
検査センター

徳島市中州町1-58-1 088-655-1112

香川
一般社団法人香川県薬剤師会
検査センター

高松市亀岡町9-20 087-834-5145

香川
株式会社四国中検
食品解析センター

綾歌郡綾川町畑田3322 087-877-0111

大阪
日本エコテック株式会社
大阪分析センター

大阪府河内長野市小山田町345 0721-55-1660

大阪
一般社団法人日本海事検定協会
大阪理化学分析センター

大阪市住之江区南港中6-2-47 06-6612-1777

大阪
公益財団法人日本食品油脂検査協会
大阪検査所

大阪市北区天満橋3-8-9 06-6358-6414

大阪
一般財団法人新日本検定協会
SK阪神分析センター

大阪市住之江区南港中6-2-57 06-6614-7627

大阪
一般財団法人化学研究評価機構
大阪事業所

東大阪市高井田中1-5-3 06-6788-8134

大阪
一般財団法人日本文化用品安全試験所
大阪事業所

東大阪市水走3-6-14 072-968-2228

大阪
一般財団法人日本食品分析センター
大阪支所

吹田市豊津町3-1 06-6386-1851

大阪
一般財団法人日本食品分析センター
彩都研究所

茨木市彩都あさぎ7-4-41 072-641-8721

大阪
公益社団法人大阪食品衛生協会
食品検査センター

大阪市大正区三軒家東2-11-13 06-6554-7450

大阪
株式会社総合水研究所
食品分析センター

堺市堺区昭和通5-73-6 072-224-3532

大阪 株式会社東邦微生物病研究所 大阪市浪速区下寺3-11-14 06-6648-7157

大阪
いであ株式会社
食品分析センター

大阪市住之江区南港北1-24-22 06-7659-2803

大阪
一般財団法人ボーケン品質評価機構
大阪事業所

大阪市中央区上町1-18-15 06-6762-5881

京都
環境衛生薬品株式会社
関西学研ラボラトリー

相楽郡精華町光台3-6-1 0774-98-2130

京都
一般社団法人京都微生物研究所
総合科学分析センター

京都市山科区上花山久保町16-2 075-593-3320

滋賀 株式会社テクノサイエンス 守山市水保町2477 077-584-3003

滋賀 株式会社日吉 近江八幡市北ノ庄町908 0748-32-5001

全国の登録検査機関リストはこちら
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http://www.jiafe.or.jp/
http://www.jiafe.or.jp/
http://www.ancc.or.jp/index.htm
http://www.ancc.or.jp/index.htm
http://www.jffic.or.jp/
http://www.jffic.or.jp/
http://www.jife.co.jp/
http://www.nykk.or.jp/
http://www.nykk.or.jp/
http://www.hyogo-yobouigaku.or.jp/new/
http://www.aqua-kankyo.com/
http://www.extec.co.jp/
http://www.extec.co.jp/
http://www.okakenko.jp/zaidan/
http://www.tokuyaku.or.jp/
http://www.tokuyaku.or.jp/
http://www.kagayaku.jp/
http://www.kagayaku.jp/
http://www.s-cyuken.co.jp/
http://www.s-cyuken.co.jp/
https://www.ecotech.co.jp/index.html
https://www.ecotech.co.jp/index.html
https://www.nkkk.or.jp/index.php
https://www.nkkk.or.jp/index.php
http://www.syken.or.jp/
http://www.syken.or.jp/
http://www.shinken.or.jp/
http://www.shinken.or.jp/
http://www.jcii.or.jp/
http://www.jcii.or.jp/
http://www.mgsl.or.jp/
http://www.mgsl.or.jp/
http://www.jfrl.or.jp/
http://www.jfrl.or.jp/
http://www.jfrl.or.jp/
http://www.jfrl.or.jp/
http://www.ofha.or.jp/
http://www.ofha.or.jp/
http://www.mizuken.com/
http://www.mizuken.com/
http://www.toholab.co.jp/
http://www.ideacon.jp/
http://www.ideacon.jp/
http://www.boken.or.jp/
http://www.boken.or.jp/
http://www.kanyaku.co.jp/
http://www.kanyaku.co.jp/
http://www.kyobiken.or.jp/
http://www.kyobiken.or.jp/
http://www.techno-science.jp/
http://www.hiyoshi-es.co.jp/
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/jigyousya/kikan/index.html


（別紙11）

関係法令 関係機関 電話番号

関税法
輸出入通関手続、郵便物・海外旅行などの税関手続全
般についての問合せ
神戸税関　業務部　税関相談官室

078-333-3100

塩事業法
輸入貨物等の税番・税率についての問合せ
神戸税関　業務部　関税鑑査官

078-333-3118

輸入貨物等の原産地認定についての問合せ
神戸税関　原産地調査官

078-333-3097

神戸植物防疫所業務部（輸入検疫コンテナ貨物担当） 078-331-4201

神戸植物防疫所業務部（輸入検疫本船貨物担当） 078-331-2386

神戸植物防疫所業務部（輸出検疫担当） 078-331-2384

家畜伝染病予防法 動物検疫所神戸支所 078-222-8990

検疫法 神戸検疫所検疫衛生課 078-672-9653

輸入貿易管理令 近畿経済産業局　通商部　通商課 06-6966-6034

輸入貿易管理令
（けしの実、大麻の実）

近畿厚生局麻薬取締部 06-6949-6336

ワシントン条約
経済産業省貿易経済協力局貿易管理部
野生動植物貿易審査室

03-3501-1723

薬事法(到着貨物） 近畿厚生局　医事課　薬監証明事務室 06-6942-4096

大阪府 健康福祉部 薬務課 06-6941-0351

兵庫県健康福祉部健康局薬務課 078-362-3268

岡山県保健福祉部 医薬安全課 086-224-2121

徳島県保健福祉部 薬務課 0886-21-2234

香川県 健康福祉部薬務感染症対策課 087-832-3299

食糧法 農林水産省　近畿農政局神戸地域センター 078-331-9946

酒税法 税務署 税務署一覧

加工原料乳生産者
補給金等暫定措置法

農畜産業振興機構 畜産需給部 （担当：乳製品課） 03-3583-8603

電気用品安全法
経済産業省商務情報政策局製品安全課
地方経済産業局産業部　消費経済課　製品安全室

連絡先一覧

表示

表示全般 消費者庁食品表示企画課 03-3507-8800（代表）

食品衛生法
健康増進法

管轄保健所（都道府県等） 保健所一覧

JAS法
独立行政法人農林水産消費安全技術センター
神戸センター

050-3481-6026

NACCSシステム利用問い合わせ

0120-794525
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植物防疫法

薬事法(輸入前相談）

輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社　西日本事業所
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http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/kojin/3102_jr.htm
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/index.html
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/03_import/19_keshi/keshi.html
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/03_import/19_keshi/keshi.html
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/cites_im.html
http://www.maff.go.jp/kinki/syokuryo/syouhiryutsu/yusyutunyu/index.html
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm
http://www.alic.go.jp/operation/livestock/dairy-trade.html
http://www.alic.go.jp/operation/livestock/dairy-trade.html
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/index.htm
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/contact.html
http://www.phcd.jp/03/



